
1 

部会資料 17 

 

要綱案のたたき台(1) 

 

（前注）本部会資料では、特段の断りがない限り、民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４

年法律第４８号。以下「令和４年改正法」という。）による改正後の民事訴訟法を指して、

「民訴法」の用語を用いている。 

 

第１ 民事執行 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

民事執行の手続において裁判所（執行官を除く。以下１及び２において同

じ。）に対して行う申立てその他の申述（以下「申立て等」という。）につ

いては、民訴法第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一

般的に、インターネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるも

のとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の１(1)の本文と同様である（「準用」との表現を、「同様」と

するとしている点については、(2)の（説明）参照）。なお、執行文付与の手続もこの規律の射

程に入っているが、そのことも含めて、民事執行の手続（民執法第２０条、第２１条参照）と

の用語を用いている。 

  なお、部会資料１６の第１の（後注）記載の論点（フォーマット入力）については、今回は

取り上げていない（以下のフォーマット入力の項目も同じである。）。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

ア 委任を受けた代理人等 

民事執行の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委

任を受けた代理人（民執法第１３条第１項又は民訴法第５４条第１項ただ

し書の許可を得て代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行

う申立て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

イ 管理人等【Ｐ】 

 

（説明） 
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  本文アは、部会資料１３の第１の１(2)アと、同内容である。なお、部会資料１３の第１の

１(2)アの（説明）にあるとおり、インターネットの利用を義務付けられるのは、委任を受け

た代理人のうち民執法第１３条第１項又は民訴法第５４条第１項ただし書の許可を得て代理

人となったものを除くものであるため、そのことを明確にしている（民訴法第１３２条の１１

を形式上準用するかどうかは、法制的になお検討すべき事柄であるので、「準用」ではなく、

「同様」との表現を用いている。）。なお、執行文付与につき民訴法第５４条第１項のただし書

が準用されるのかについては議論があるとの指摘があったが、民執法第１３条本文のとおり

民訴法第５４条第１項により許可がされ代理人となるケースはある（実務上、改めて民執法第

１３条の許可を求めている運用はある）ので、その者は義務付けの範囲から除外されることを

明記している。 

  なお、管理人等の義務化等（部会資料１６の第１の１(1)及び(3)）については記載をしてい

ない（以下の同様の項目についても同じである）。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化【Ｐ】 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書並びに裁判所書記官が作成する調書及び配当表等に

ついて、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電

磁的記録により作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の３と同様である。 

 

４ 期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用 

(1) 口頭弁論の期日 

口頭弁論の期日について、民訴法第８７条の２第１項及び第３項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることができる方法（以下「ウェブ会議」という。）

を当事者に利用させることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の４(1)と同様である。 

 

(2) 審尋の期日 
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① 審尋の期日について、民訴法第８７条の２第２項及び第３項の規定を準

用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議及び音声の送受信により同時に

通話をすることができる方法（以下「電話会議」という。）を当事者に利

用させることができるものとする。 

② 参考人等の審尋について、民訴法第１８７条第３項及び第４項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ

により、ウェブ会議により参考人又は当事者を審尋することができるもの

とするとともに、当事者双方に異議がないときは、電話会議により参考人

又は当事者を審尋することができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の４(2)と同様である。 

 

(3) 配当期日 

配当期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用に関し、次のような規律

を設けるものとする。 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、

ウェブ会議及び電話会議によって、配当期日における手続を行うことがで

きるものとする。 

② ①の期日に出頭しないでその手続に関与した者は、その期日に出頭した

ものとみなすものとする。 

 

（説明） 

  本文①及び②は、配当期日に関する部会資料１５の第１の１(1)の本文①及び②と同様であ

る。 

  なお、部会資料１５の第１の１(1)の（注）では、ウェブ会議（又は電話会議）により手続

を行うことを決定するに当たり、関係人の意見を聴くことを取り上げていたが、第１２回会議

では、配当期日に関しては、債務者が現実に出頭することの要望があるわけではなく、基本的

に意見聴取は必要ないとの意見があった。また、簡易な証拠調べ手続としての審尋がされるケ

ースにおいて電話会議の利用が問題となる場面では、異議がないときに限り電話会議が認め

られることから、当然に、意見聴取が行われるとの指摘もあった。以上を踏まえ、ウェブ会議

（又は電話会議）により手続を行うことを決定するに当たり、関係人の意見を聴くことを要件

としないことを前提に、本部会資料では、この点の記載をしていない。 
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(4) 財産開示期日 

ア 申立人のウェブ会議・電話会議による参加 

  財産開示期日においては、ウェブ会議及び電話会議を利用して、申立人

が手続に関与することができるものとすることとし、その具体的な規律の

内容を以下のとおりとするものとする。 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところによ

り、ウェブ会議及び電話会議によって、財産開示期日における手続を行

うことができる。 

② ①の期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その期日に出

頭したものとみなす。 

 

イ 債務者（開示義務者）のウェブ会議による陳述 

財産開示期日においては、ウェブ会議を利用して、債務者（開示義務者）

が財産について陳述をすることができるものとすることとし、その具体的

な規律の内容を以下のとおりとするものとする。 

裁判所は、財産開示期日において、次に掲げる場合であって、相当と認

めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議によって、

債務者に陳述をさせることができる。 

ａ 債務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、債務者が執

行裁判所に出頭することが困難であると認める場合 

ｂ 事案の性質、債務者の年齢又は心身の状態、債務者と申立人本人又は

その法定代理人との関係その他の事情により、債務者が執行裁判所及び

申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を

著しく害されるおそれがあると認める場合 

ｃ 申立人に異議がない場合 

 

（説明） 

 １ 申立人のウェブ会議・電話会議による参加（本文ア） 

   本文アの①及び②は、部会資料１５の第１の１(2)アと同様である。なお、口頭弁論にお

けるウェブ会議の表現（民訴法第８７条の２第１項）を参考に、「財産開示期日における手

続を行うことができる。」との表現に改めている。 

   また、部会資料１５では、（注）として、申立人のウェブ会議（又は電話会議）による手

続参加を認めるに当たり、関係人（申立人及び債務者（開示義務者）の双方又は申立人のみ）

の意見を聴くことについて取り上げていたが、第１２回会議では、申立人が希望しないにも

かかわらず、申立人がウェブ会議又は電話会議によって参加することを裁判所が決定するこ
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とは想定し難く、特段、その意見聴取の規定を法律上設ける必要は乏しいとの指摘に賛同す

る意見があったことや、債務者からの意見聴取を法律上義務付ける必要はないとの意見があ

ったことから、法律上は、申立人のウェブ会議（又は電話会議）による手続参加を認めるに

当たり、関係人（申立人及び債務者（開示義務者）の双方又は申立人のみ）の意見を聴くこ

とを要件としないことを前提に、（注）の記載はしていないこととしている。 

 

 ２ 債務者（開示義務者）のウェブ会議による陳述（本文イ） 

   第１２回会議での議論を踏まえ、本文イの内容は、部会資料１５の第１の１(2)イの①と

同様のものとしている。なお、第１２回会議では、ｂの事由について、単に精神的緊張を伴

うことのみでこの要件が充足されるものではないとの意見があった。 

   なお、部会資料１５では、②として、①の規律により債務者が陳述をした場合には、財産

開示期日に出頭し、当該期日において陳述をしたものとみなすことを記載していたが、民訴

法第２０４条によるウェブ会議の方法による尋問については、証人が出頭し、証言したもの

とみなす旨の規定が置かれてないことを踏まえ、財産開示期日における陳述についてもこれ

と同様に出頭及び陳述をしたものとみなすとの規律は明記しないこととしている（ウェブ会

議を利用して出頭し、陳述をすれば、不出頭及び不陳述による不利益を被らないことの実質

に変更はない。）。 

 

 ３ 民執規則上の期日について 

   部会資料１５の第１の１の（後注）では、入札期日や開札期日、競り売り期日といった民

執規則上の期日についても、ウェブ会議や電話会議による手続を認めることについて取り上

げており、第１２回会議では、これに賛成する意見があったが、他方で、この点は、最高裁

判所規則を議論する際に検討しなければならない問題であるとの指摘もあった。 

   以上を踏まえ、民執規則上の期日におけるウェブ会議等の利用については、最終的には、

最高裁判所規則に関わる問題であることや、引き続き検討をすべき点もあることから、特段

の記載をしていない。 

 

５ 売却及び配当 

(1) 売却決定期間 

売却決定期日を経ることなく売却をする仕組みを設けることとし、その具

体的な内容を以下のとおりとするものとする。 

① 裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、売却の許可又は

不許可に関する意見を陳述すべき期間（以下「意見陳述期間」という。）

を指定し、また、売却の許可又は不許可の決定をする日（以下「売却決定

の日」という。）を指定する。 
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② ①において意見陳述期間が指定された場合には、売却の許可又は不許可

に関する意見の陳述は、当該期間内に、書面を用いてしなければならない。 

③ ①において意見陳述期間を指定した場合には、当該売却決定の日に、決

定書（電子決定書）を作成して、売却の許可又は不許可の決定をすること

とし、当該決定に対する執行抗告は、民執法第１０条第２項の規定にかか

わらず、当該売却の許可又は不許可の決定の日から１週間の不変期間内に

しなければならない。 

（注１） ①で指定した意見陳述期間や売却決定の日については、現行の民執規則において

公告及び差押債権者等への通知をすべきものとされている売却決定期日の日時・場所

等（同規則第３６条、第３７条）と同様に、公告及び通知をすべきものとする。 

（注２） 売却の実施の終了から売却の許可又は不許可の決定までの間に民執法第３９条第

１項第７号に掲げる文書の提出があった場合には、執行裁判所は、他の事由により売

却不許可決定をするときを除き、売却の許可又は不許可の決定をすることができない

ものとするが、売却の許可又は不許可の決定後に同号に掲げる文書の提出があった場

合には、その売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失ったとき、又はその売却

不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用するものとする。 

 

（説明） 

１ 意見募集の結果等 

  中間試案に対する意見募集においては、売却決定期日を経ることなく売却をする仕組み

を設けることに賛成する意見が多かった 

 

２ 本文及び注の内容 

  上記を踏まえ、本文及び注では、売却決定期日を経ることなく売却をする仕組みを設ける

こととし、その内容を記載している。 

 (1) 本文及び（注１）は、部会資料１２の第１の１(1)の本文及び（注）と内容は同様であ

るが、本文③については、文言を民執法第１０条第２項に即して改めている。なお、執行

抗告期間は、同項と同様に、初日不算入となることを前提としている（民執法第２０条に

おいて準用する民訴法第９５条第１項、民法１４０条。）。 

 (2) （注２）は、期間方式がとられた場合において、売却の実施の終了後に民執法第３９条

第１項第７号に掲げる文書（強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本）の

提出があったときには、当該文書の提出と売却の許可又は不許可の決定の先後によって、

異なる措置をとることを記載している。 

   これは、現行の民執法第７２条第１項及び第２項において、同法第３９条第１項第７号

に掲げる文書の提出と、（売却の許可又は不許可の決定がされる）売却決定期日との先後
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によって、当該文書が提出された場合の措置が異なっていることと対応するものである。 

 

(2) 配当期間 

配当期日を経ることなく配当を実施する仕組みを設けることとし、その具

体的な内容を以下のとおりとするものとする。 

① 裁判所は、配当異議の申出をすべき期間（以下「異議申出期間」という。）

を指定する。 

② ①において異議申出期間を指定する場合には、民執法第８５条第１項の

規定による配当の順位・額等の決定及び配当表の作成は、当該期間に先立

ち、期日外において行う。 

③ ①において異議申出期間を指定した場合には、当該指定に係る裁判書及

び②において作成した配当表を民執法第８５条第１項に規定する債権者

及び債務者に送付しなければならない。 

④ ①において異議申出期間を指定した場合には、配当異議の申出は、当該

期間内に、書面を用いて行わなければならない。 

（注１） 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許

可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し

引いて代金を異議申出期間が満了する日までに納付することができ、買受人の受ける

べき配当の額について異議の申出があったときは、異議申出期間が満了する日から１

週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならないものとする。 

（注２） 配当の順位及び額について、全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対し

その旨の届出があった場合には、配当表には、その合意の内容を記載しなければなら

ないものとする。 

（注３） 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、異議申出期間の満了の日から１週間

以内（差引納付の申出をした買受人が異議に係る部分に相当する金銭を納付すべき場

合にあっては、２週間以内）に、執行裁判所に対し、配当異議の訴えを提起したこと

の証明等をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなすものとする。 

 

（説明） 

１ 意見募集の結果等 

  中間試案に対する意見募集においては、配当期日を経ることなく配当を実施する仕組み

を設けることに賛成する意見が多かった。 

 

２ 本文及び注の内容 

   上記を踏まえ、本文及び注では、配当期日を経ることなく配当を実施する仕組みを設ける
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こととし、その内容を記載している。本文の記載は部会資料１２と同様であるが、（注１）

から（注３）までに、より具体的な事項について、期間方式をとった場合に考えられる規律

を記載している。 

 (1) 差引納付に関する規律（注１） 

   現行法では、買受人は、差引納付の申出をして、配当を受けるべき額を差し引いて代金

を配当期日に納付することができ、配当期日において異議の申出があったときは、当該配

当期日から１週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならないも

のとされている（民執法第７８条第４項）。 

   （注１）は、期間方式をとる場合の規律として、買受人は、差引納付の申出をして、代

金を異議申出期間が満了する日までに納付することができ、異議の申出があったときは、

異議申出期間が満了する日から１週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付し

なければならないものとすることを記載している。 

 (2) 配当の順位及び額についての債権者間の合意に関する規律（注２） 

   現行法では、配当の順位及び額についての債権者間の合意は配当期日で行われる（民執

法第８５条第１項ただし書）。 

   （注２）は、期間方式をとる場合の規律として、配当の順位及び額についての債権者間

の合意は期日外で行うことができるとし、その合意をした旨を裁判所に届け出なければ

ならないものとすることを記載するものである（部会資料１２の第１の１（2)の（説明）

２(3)ア参照）。 

 (3) 配当異議の訴えの提起の証明等に関する規律（注３） 

   現行法では、配当期日において配当異議の申出をした債権者又は債務者は、配当期日か

ら１週間以内（差引納付の申出をした買受人が異議に係る部分に相当する金銭を納付す

べき場合にあっては、２週間以内）に、執行裁判所に対し、当該訴えを提起したことの証

明等をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなされる（民執法第９０条

第６項）。 

   （注３）は、期間方式をとる場合の規律として、上記１週間の起算日を異議申出期間の

満了の日とすることを記載している（部会資料１２の第１の１（2)の（説明）２(3)ウ参

照）。 

 

６ 売却決定期日及び配当期日の見直し 

 (1) 売却決定期日 

売却決定期日の仕組みに関する規定は、削除するものとする。 

 

 (2) 配当期日 

   配当期日に関する仕組みに関し、次のような規律を設けるものとする。 
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   執行裁判所は、必要があると認めるときは、配当異議の申出をすべき期日

（配当期日）を指定することができる。この場合には、異議申出期間を指定

することを要しない。 

 

（説明） 

１ 意見募集の結果等 

  中間試案に対する意見募集では、期日方式の廃止に賛成する意見として、期日方式を維持

する必要がないという意見や、期間方式に一本化することにより売却及び配当手続が簡明

化するという意見などが出された。 

  他方で、期日方式の廃止に反対する意見として、配当の順位等に争いがあることが見込ま

れる事案や債権者が多数に及ぶ事案など、事案によっては、期間方式ではなく、期日方式を

採用することの方が手続の迅速性の観点から相当である事案も想定されるという意見や、

事案によっては、従来のように特定の期日を設けて、当事者を出頭させ審尋等を実施する方

が円滑に手続が進むということも考えられるとの意見、実務において期間方式のメリット・

デメリットが整理され、期間方式の安定的な運用がされるようになった段階で再度議論を

行うことが望ましいという意見などが出された。 

 

２ 本文及び注の内容 

 (1) 売却決定期日の見直しについて 

   売却決定期日については、後記の配当期日とは異なり、具体的にこの売却決定期日の仕

組みを用いなければならないケースがあるように思われず、これまでにも、期間方式が設

けられた後でも、なお、この仕組みが必要である事案につき具体的な指摘はないように思

われる。そのため、売却決定期日については、これを廃止する案を提示している。 

 (2) 配当期日の見直しについて 

   現行法下においては、実務上、配当表を作成する前に、配当表の原案を作成し、債権者

や債務者が配当期日の数日前にこれを確認する機会を設けるとともに、配当期日におい

てその原案に対する意見を聴く機会を設けることもあるとされるが、例えば、期間方式に

おいては、異議申出期間が十分に設けられている限り、配当表の原案をあらかじめ確認す

る機会を設けないということも考えられる。そうすると、例えば、配当の順位等に争いが

あることが見込まれる事案や債権者が多数に及ぶ事案などには、慎重を期すために、期日

方式をとった上で、関係者の配当表原案に対する意見に応じて配当期日を続行するなど

の進行をするといったことも考えられる。第９回会議では、実務上、配当について意見が

述べられる場合は多いわけではなく、期日方式を積極的に残さずとも対応することがで

きるとの意見はあったが、債権者間の調整や配当表原案に対する意見聴取は、少数の債権

者の間でウェブ会議等を活用するのであれば、期日方式の方が比較的コストを低く行う
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ことができる場合もあり得ることから、期日方式をあえて廃止する必要はないとの意見

があった。 

   また、いずれにしても、期間方式の運用については、上記の点を含めて、今後の実務に

委ねられている部分が大きく、現時点で、全ての事案において、期日方式を維持する必要

がないと断定することは、困難であると思われる。 

   以上を踏まえると、配当については、期日方式を維持することが考えられる。また、配

当期日を残す場合に、配当期日を経ない期間方式との棲み分けを法律上明記するかどう

かが問題となるが、破産法の規律を参考に、法律上は、期間方式を原則とすることが相当

と思われ、本文では、必要があると認めるときは、配当異議の申出をすべき期日（配当期

日）を指定することができるとしている。 

 

７ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る民執法第１７条の規律を

基本的に維持し、利害関係を有する者は、電子化された事件記録について、最

高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録

に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しく

は提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しく

は提供（以下この６において「閲覧等」という。）の請求をすることができる

ものとする。 

（注１）【Ｐ】 

（注２）【Ｐ】 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の６と同様である。 

 

８ 送達等 

(1) 電磁的記録の送達 

民事執行の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文では、これまでの部会の議論等を踏まえ、送達については、民訴法のルールと同様にす

る案を提示している。 

  ところで、中間試案では、（注）として、本文の考え方を基礎とした上で、申立債権者や送

達を受ける第三債務者の利益等に配慮しつつ、電子情報処理組織による送達の活用の在り方
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について検討すべきとの考え方があると記載していた。 

  意見募集の結果では、この送達に関し、様々な意見が寄せられ、例えば、申立債権者の利益

の観点からは、第三債務者に対する送達において、インターネットによる送達の場合に、効力

発生までに事実上１週間の猶予期間を与えることになりかねず、書面による送達との間で効

力発生の時期に不公平な結果が生じるおそれがあるとの意見があった。他方、第三債務者の利

益の観点からは、第三債務者があらかじめシステム送達を受ける旨の届出をしていた場合に

は、実務上の負担増大を避けるため、送達方法はシステム送達に統一し、書面送達は行わない

ことが望ましく、それが困難な場合であっても、運用上、システム送達と書面送達の混在によ

って第三債務者に過度な負担が生じることがないよう十分配慮すべきであるとの意見があっ

た。 

  以上を踏まえると、運用上、第三債務者に過度の負担を強いることはできないものの、イン

ターネットを利用した送達によっても、第三債務者において遅滞なく閲覧やダウンロードを

して、送達の効力を遅滞なく発生させる体制を確立し、円滑にインターネットを利用して送達

を実施する環境整備が重要であると思われ、今後、具体的なその運用の在り方は、システムの

構築等も踏まえながら、検討がされていくべき事柄であると解される。 

  また、以上の議論は、保全執行における第三債務者への送達についても同様に当てはまるも

のと思われる。 

  なお、中間試案に対する意見募集においては、大型連休や年末年始等に送達の効力が発生す

ることを懸念する意見もあったが、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１月２日、１月３日又は１２月２９日から１２月

３１日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了するので（民執法第２０条において

準用する民訴法第第５９条第３項）、上記の１週間の末日がこれらの休日に当たるときは、そ

の翌日に期間が満了することとなる。 

 

(2) 公示送達 

民事執行の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の７(2)と同様である。 

  ところで、民事執行の手続における公告は、公告事項を記載した書面を裁判所の掲示場その

他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行うこととされており（民執規則第４条第１項）、

これを補充する公示手段として、公告事項の要旨等の日刊新聞紙への掲載又はインターネッ

トを利用する等の方法が定められている（同条第３項）。 

  中間試案においては、（後注）として公告について取り上げており、中間試案に対する意見
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募集においては、民事執行の手続における公告の方法を見直し、裁判所の掲示場に掲示し、又

は裁判所設置端末を使用して閲覧することができるようにすることに加えて、公告事項又は

その要旨を裁判所のウェブサイトで公示する方法を導入することについて賛成する意見があ

ったが、他方で、裁判所のウェブサイトで公示することについては、関係者のプライバシー保

護に配慮すべきである旨の指摘も複数出された。 

  このようにこの問題については種々の指摘があり、引き続き検討すべき点もあるように思

われるし、いずれにしても、民事執行の手続における公告の方法については、最終的には、最

高裁判所規則にかかわる問題であることから、ここでは、特段の記載をしないこととしている。 

 

９ 債務名義の正本の提出・執行文の付与 

(1) 債務名義の正本提出に関する規律の見直し 

債務名義が裁判所において電磁的記録により作成されたものである場合

には、強制執行は、当該債務名義の記録事項証明書に基づいて実施するとの

規律を維持した上で、債権者が当該債務名義に係る事件を特定するために必

要な情報を提供した場合には、記録事項証明書の提出は不要とするものとす

る。 

（注） 本文に掲げるもののほか、民事執行の手続において裁判の正本を提出することとさ

れている場合において、当該裁判に係る裁判書が電磁的記録により作成されたとき

（強制執行を停止させる裁判が電磁的記録により作成された場合等）についても、本

文の規律と同様に、当該裁判に係る事件を特定するために必要な情報を提供した場合

には、当該裁判の記録事項証明書自体の提出を不要とするものとする。 

 

（説明） 

  本文及び注は、これまでの資料と同様に、正本等の提出の省略を可能とする考え方を記載し

たものである。 

  なお、令和４年改正法による改正後の民執法２５条においては、債務名義が裁判所において

電磁的記録により作成されたものである場合には、記録事項証明書に基づいて実施すること

とされているが、第１０回会議での議論等を踏まえ、その点は維持しつつも、その提出の省略

を可能とする仕組みとしている。 

 

(2) 単純執行文【Ｐ】 

 

（説明） 

  単純執行文（部会資料１６の第５記載の論点）については、今回は取り上げていない。また、

これまで、特殊執行文については、現行法と同様に、その付与を必要とするものとすることを
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提案しており、その提案を支持する意見が多かったが、その提案は、結局、現行法の仕組みを

維持するものであるので、この要綱案のたたき台には特段の記載をしていない。 

 

１０ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第１の１０（注１）と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立て及び民執法４２条４項の申立ての期限について、

民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、費用額確定処分の申立てについては部会資料１３の第１の１０(2)と同様である。

また、部会資料１３の第１の１０(2)の説明のとおり、民執法第４２条第４項の申立てについ

ても、同様の仕組み（期間を１０年とする仕組み）とすることを提案している。なお、民執法

第４２条第４項の申立ての１０年の起算点は、①同条第１項の規定により債務者が負担すべ

き執行費用で同条第２項の規定により取り立てられたもの以外のものについては強制執行の

手続の終了の日と、②同条第３項の規定により債権者が返還すべき金銭については同項に規

定する裁判又は判決が確定した日と、それぞれすることを想定している。 

 

(3) 配当等の額の供託 

民執法第９１条第１項に基づき配当等の額に相当する金銭の供託（以下

「配当留保供託」という。）に関し、次のような規律を設けるものとする。 

① 配当留保供託がされた場合における当該供託に係る債権者（民執法第９

１条第１項第６号に掲げる事由による供託がされた場合にあっては、当該

供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者。以下同じ。）

は、供託事由が消滅したときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なけれ

ばならない。 

② 裁判所は、配当留保供託がされた日（②によりその供託に係る供託の事
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由が消滅していない旨の届出をした場合にあっては、最後に当該届出をし

た日）から①の届出がされることなく２年を経過したときは、当該供託に

係る債権者に対し、①の届出又は供託の事由が消滅していない旨の届出を

するよう催告しなければならない。 

③ ②による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から２

週間以内に届出をしないときは、裁判所は、当該供託に係る債権者を除外

して配当等を実施する旨の決定をすることができる。 

④ ③の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から１

週間の不変期間が経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係

る債権者がその日までに②の届出をしたときは、この限りでない。 

⑤ 当該供託に係る債権者が②の期間を経過する前に供託の事由が消滅し

ていない旨の届出をしたときは、②による届出があったものとみなす。 

 

（説明） 

１ 意見募集の結果等 

  中間試案に対する意見募集においては、民執法第９１条第１項に基づき配当留保供託が

された場合において、長期間にわたり供託事由を解消するための手続がとられないままと

なっている事案を解消するための方策について検討することについて賛成する意見が多か

ったが、債権者の実体的権利・財産権を剥奪するものであり行きすぎであるとして反対する

意見もあった。また、このような制度の導入の必要性（立法事実）について具体的に検証し

た上で、実体的権利に影響を与えることの当否や債権者の手続保障に配慮しつつ検討され

るべきであるとの意見もあった。 

 

２ 本文の内容 

 (1) 上記のとおり、民執法第９１条第１項に基づき配当留保供託がされた場合において、

長期間にわたり供託事由を解消するための手続がとられないままとなっている事案を解

消するための方策について検討することについて賛成する意見が多かったことや、これ

までの会議でも、上記のような事案が相当数存在するとの実情を紹介する意見があった

ことから、本文では、そうした事案を解消するための仕組みを設けることを提案してい

る。 

   なお、本文の提案は、あくまで、催告を受けた債権者が届出をしないときは、当該債権

者を除外して配当等を実施するにとどまり、当該債権者の実体法上の権利には影響しな

いことを前提としている。 

 (2) 本文の内容は、部会資料１２の第１の２と概ね同様であるが、字句の修正のほか、以下

の規律を追記している。 
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   まず、①では、民執法第９１条第１項第６号に掲げる事由（仮差押え又は執行停止に係

る差押えの登記後に登記された先取特権等があるため配当額が定まらないとき）による

供託がされた場合には、当該供託に係る仮差押債権者又は執行を停止された差押債権者

が裁判所に対する届出をすべきことを括弧書きとして追記している。これは、供託事由で

ある仮差押え等の帰趨は仮差押債権者等が把握していることであり、また、仮差押債権者

等が届出をしなかった場合には、仮差押債権者等を除外して配当を行うべきであること

を考慮したものである。 

   また、②では、当該供託に係る債権者が供託の事由が消滅していない旨の届出をした場

合には、最後に当該届出をした日から①の届出がされることなく２年を経過したときは、

裁判所が②の届出の催告をすべきことを括弧書きとして追記している。 

   さらに、④では、他の不服申立て期間と同様に、１週間の期間が不変期間であることを

明記している。 

   さらに、⑤として、当該供託に係る債権者が、②の期間（２年間）を経過する前に供託

の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、②による届出があったものとみなすこ

とを追記している。当該届出がされた日から①の届出がされることなく２年を経過した

ときは、裁判所は②の届出の催告をすべきことになる。 

 

（中間試案第１の１０の（注４）に関する説明） 

  中間試案の第１の１０には（注４）において、必要な改正があるのかについて検討すること

を取り上げていたが、現時点において、パブリック・コメントの結果を踏まえても、特段取り

上げるべきものはないように思われ、本資料では、特段記載をしていない。なお、従前、売却

決定期日の変更・取消しの権限につき書記官権限とする議論があったが、本資料では、そもそ

も、売却決定の期日の廃止を提案していることもあり、特段の記載をしていない。 

 

１１ 執行官と民事執行の手続のＩＴ化 

執行官が執行機関となる場合における民事執行の手続について、執行裁判所

が執行機関となる場合におけるのと同様にＩＴ化するものとする。 

（注） いずれの民事執行の手続においても、執行官に対する申立て等については、執行裁判

所に対する申立て等に関する規律（前記１及び２）と同様とし、委任を受けた代理人（弁

護士に限る。）はインターネットを用いて申立て等をしなければならないなどとする。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１３の第１の９と同様である。なお、部会資料１３の第１の９

の（説明）のとおり、インターネットを用いて申立て等をしなければならないのは委任を受け

た代理人のうち弁護士である者であることを明記している。 
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第２ 民事保全 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

民事保全の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定を準用し、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の１(1)と同様である。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

民事保全の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定を準用し、委任

を受けた代理人等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネットを用い

てしなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の１(2)と、同内容である。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化【Ｐ】 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、書面

による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によ

り作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の３と同様である。 

 

４ 期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用 

(1) 口頭弁論の期日 

口頭弁論の期日について、民訴法第８７条の２第１項及び第３項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議を当事者に利用させることができ

るものとする。 
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（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の４(1)と同様である。 

 

(2) 審尋の期日 

① 審尋の期日について、民訴法第８７条の２第２項及び第３項の規定を準

用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議及び電話会議を当事者に利用さ

せることができるものとする。 

② 参考人等の審尋について、民訴法第１８７条第３項及び第４項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ

により、ウェブ会議により参考人又は当事者を審尋することができるもの

とするとともに、当事者双方に異議がないときは、電話会議により参考人

又は当事者を審尋することができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の４(2)と同様である。 

  なお、部会資料１３の第２の４(3)及び(4)では、仮の地位を定める仮処分命令における債務

者が立ち会うことができる審尋の期日及び保全異議、保全取消し及び保全抗告の審尋期日に

つき特則を置くのかについて取り上げていた。 

  第１２回会議では、当事者に異議がないときに限り電話会議の利用を認めることとすべき

であるとの意見もあったものの、必要に応じてウェブ会議と電話会議を利用することを可能

とすること等の観点などから、民訴法と同様の仕組みにつき特段の特則を設けるべきではな

いとの考えに賛同する意見もあり、特則を設けずに、当事者の意見を聴いて必要に応じて両者

の利用を認めることとするため、このような特則を設けないこととし、その前提で、特段の記

載をしていない。 

  なお、民訴法と同様の仕組みとした場合でも、証拠調べとしての審尋の性質を有するケース

では、電話会議の利用を当事者双方に異議がない場合に限られることとなるのは、本文②のと

おりである。 

 

５ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体及び債権者以外の者の請求の時

期に係る民保法第５条の規律を基本的に維持し、次のような規律を設けるもの

とする。 

利害関係を有する者は、電子化された事件記録について、最高裁判所規則で
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定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録に記録されてい

る事項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供又は事件

に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下こ

の５において「閲覧等」という。）の請求をすることができる。ただし、債権

者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼

び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるま

での間は、この限りでない。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設けるも

のとする。 

   ① 利害関係を有する者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用いた閲覧等を請求す

ることができる。 

   ② 当事者（申立債権者及び債務者）は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用い

た閲覧又は複写をすることができる。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１３の第２の５と同様である。 

 

６ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 

民事保全の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の６(1)と同様である。 

  なお、保全執行の第三債務者への送達の在り方については、執行における第三債務者への送

達と同様の議論になると思われる。 

 

(2) 公示送達 

民事保全の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の６(2)と同様である。 

 

７ その他 



19 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の７の(1)と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立ての期限について、民訴法第７１条第２項を準用す

るものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の７の(2)と同様である。 

 

(3) 保全執行に関する手続 

保全執行に関する手続については民事執行の手続と同様にＩＴ化するも

のとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の７(3)と同様である。 

 

(4) 本案の訴えの提起又はその係属を証する書面の提出に関する規律の見直

し 

本案の訴えの提起又はその係属を証する書面（民保法第３７条第１項)に

関し、現在は、裁判所書記官による訴えの提起又は係属を証明する文書の提

出を要求しているところ、裁判所書記官による証明文書の提出に代えて、起

訴命令を発せられた債権者が保全命令を発した裁判所において本案の訴え

の提起又はその係属を裁判所のシステムを通じて確認するために必要な情

報を書面又は電磁的記録によって提出すれば、裁判所書記官による証明文書

の提出を不要とすることを可能とする仕組みを設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第２の７(4)と、基本的に、同様である。ただし、第１の９(1)のと
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おり、強制執行のケースでは、記録事項証明書を提出して開始を求めることができること自体

は維持しつつ、それに代わる情報を提供することによって開始することができることしてい

ることを参考に、ここでも、裁判所書記官による証明文書の提出を否定することはせずに、他

方で、起訴命令を発せられた債権者が保全命令を発した裁判所において本案の訴えの提起又

はその係属を裁判所のシステムを通じて確認するために必要な情報を書面又は電磁的記録に

よって提出すれば足りる仕組みを設けるものとすることを提案している。 

 

(5) 和解調書の送達 

民事保全の手続について、民訴法第２６７条第２項を準用し、和解を記載

した調書は、当事者に送達しなければならないものとする。 

（注） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組み

込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、これまでの部会での議論の状況を踏まえ、和解調書が債務名義となるかどうかにか

かわらず、民事保全の手続について、民訴法第２６７条第２項を準用し（民保法第７条参照）、

和解を記載した調書は、当事者に送達しなければならないものとすることを記載している。 

  （注）は、部会資料１５の第２の５の（注）と同様である。 

 

（中間試案第２の７の（注６）に関する説明） 

  中間試案の第２の７には（注６）において、必要な改正があるのかについて検討することを

取り上げていたが、本資料では、特段、記載をしていない。 

 

第３ 破産手続 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

破産手続等（破産法第２条第１項に規定する破産手続及び破産法第１２章

に規定する免責・復権に係る手続をいう。以下同じ。）において裁判所に対

して行う申立て等については、民訴法第１３２条の１０の規定と同様に、全

ての裁判所に対し、一般的に、インターネット（電子情報処理組織）を用い

てすることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の１(1)と、同内容である。 

 



21 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

ア 委任を受けた代理人等 

破産手続等において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委任を

受けた代理人（弁護士に限る。）等は、裁判所に対して行う申立て等をイ

ンターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

イ 破産管財人等 

破産管財人等（破産管財人、保全管理人、破産管財人代理及び保全管理

人代理をいう。以下同じ。）は、当該選任を受けた破産手続等において裁

判所に対して行う申立て等をインターネットを用いてしなければならない

ものとする。 

 

 

（説明） 

  本文アは、部会資料１３の第３の１(2)アと、同内容である。なお、部会資料１３の第３の

１(2)アの（説明）のとおり、インターネットの利用を義務付けられるのは、弁護士である代

理人であるので、その旨を明記するなどしている。 

  本文イは、基本的には、部会資料１３の第３の１(2)イと同様である。もっとも、これまで

の会議では、破産管財人及び保全管理人と同様の役割を果たす破産管財人代理（破産法第７７

条）及び保全管理人代理（同法第９５条）について同様の規律を設けることにつき、特段の異

論はなく、意見募集においても、これに賛成する意見があった。そこで、本文イでは、破産管

財人代理及び保全管理人代理についても、同様の規律を設けることとしている。 

  なお、債権届出のインターネット利用の義務付けに関する議論（部会資料１６第１の１(3)）

については、記載していない。 

 

 

(3) 破産管財人と債権届出【Ｐ】 

 

（説明） 

 部会資料１２の第２の１及び２記載の論点については、別途、部会資料１８に記載している。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化【Ｐ】 

 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 
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裁判官が作成する裁判書並びに裁判所書記官が作成する調書及び破産債権者

表等について、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところによ

り、電磁的記録により作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の３と同様である。 

 

４ 期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用 

(1) 口頭弁論の期日 

口頭弁論の期日について、民訴法第８７条の２第１項及び第３項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議を当事者に利用させることができ

るものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の４(1)と同様である。 

 

(2) 審尋の期日 

① 審尋の期日について、民訴法第８７条の２第２項及び第３項の規定を準

用し、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議及び電話会議を当事者に利用さ

せることができるものとする。 

② 参考人等の審尋について、民訴法第１８７条第３項及び第４項の規定を

準用し、裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ

により、ウェブ会議により参考人又は当事者を審尋することができるもの

とするとともに、当事者双方に異議がないときは、電話会議により参考人

又は当事者を審尋することができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の４(2)と同様である。 

 

(3) 債権調査期日 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、

ウェブ会議によって、破産管財人、破産者又は届出をした破産債権者を債

権調査期日の手続に関与させることができるものとする。 
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② ①の期日に出頭しないでウェブ会議により手続に関与した者は、その期

日に出頭したものとみなすものとする。 

 

（説明） 

１ 本文について 

  本文は、部会資料１３の第３の４(3)と同様である。なお、ここでいう破産者及び破産債

権者の代理人についても、この手続に関与することができることを前提としている。 

 

２ 意見聴取について 

  部会資料１３の第３の４(3)の（注）では、ウェブ会議を利用することを決定する際に、

一定の者（例えば、破産者及び破産管財人）の意見を聴かなければならないものとするとの

規律は設けないものとすることを取り上げていたが、これまでの会議では、一定の者からの

意見聴取を法律上独立の要件と定める必要はないとの意見があり、意見募集においても、関

係者の意見聴取を必要的なものとすることは、ウェブ会議の利用を妨げるなどの意見が寄

せられた。そこで、ウェブ会議を利用することを決定する際に、一定の者の意見を聴くこと

を要件としないことを前提に、本部会資料では、この点の記載をしていない。 

 

(4) 債権者集会の期日 

① 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、

ウェブ会議によって、破産管財人、外国管財人、破産者又は届出をした破

産債権者を債権者集会の期日の手続に関与させることができるものとす

る。 

② ①の期日に出席しないでウェブ会議により手続に関与した者は、その期

日に出席したものとみなすものとする。 

 

（説明） 

１ 本文について 

  本文は、部会資料１３の第３の４の(4)と基本的に同様の内容である。ただし、部会資料

の第３の４(4)では、②につき、「①の期日に出頭しないでウェブ会議により手続に関与した

者は、その期日に出頭したものとみなすものとする。」と記載していたが、債権者集会の期

日においては、「出頭」ではなく「出席」とされている（破産法第１３８条）ことから、「出

席」に修正している。 

  なお、債権者集会の期日については、外国管財人にも固有の出席権及び意見陳述権が認め

られる（破産法第２４６条第３項）。国内に所在する外国管財人について、ウェブ会議によ

って債権者集会の期日の手続に関与することを否定する理由はなく、外国管財人について
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も、債権者集会の期日につき、ウェブ会議により手続に関与することを認めることができる

ことを明記することが考えられる。 

 

２ 意見聴取について 

  部会資料１３の第３の４(4)の（注）では、ウェブ会議を利用することを決定する際に、

一定の者（例えば、破産者、破産管財人及び破産債権者）の意見を聴かなければならないも

のとするとの規律は設けないものとすることを取り上げていたが、これまでの会議では、債

権調査期日における議論と同様に、一定の者からの意見聴取を法律上独立の要件と定める

必要はないとの意見があり、意見募集においても、関係者の意見聴取を必要的なものとする

ことは、ウェブ会議の利用を妨げるなどの意見が寄せられた。そこで、ウェブ会議を利用す

ることを決定する際に、一定の者の意見を聴くことを要件としないことを前提に、本部会資

料では、この点の記載をしていない。 

 

３ ウェブ会議の利用を原則とする規律について 

  第１０回会議では、債権者集会の期日におけるウェブ会議の利用に関連し、多数の債権者

が存在する事件における債権者集会の期日の会場確保の負担等についての指摘があり、債

権者については、原則として、ウェブ会議により債権者集会の期日に参加するものとすると

の規律を検討することについての提案があった。また、債権者集会の期日の概念それ自体を

変えることについての検討の必要性を指摘する意見もあった。 

  他方で、関係者の現実の出頭を原則として認めない規律を設けることについては、民事訴

訟では、当事者は現実に裁判所に出頭して期日に参加することが認められていることとの

関係やウェブ会議により手続に参加することが困難である者の手続保障との関係で慎重に

検討する必要があるとの意見もあった。 

  そのため、ここでは、上記の点に関し、特段の規律は設けていない。会場の確保等をどの

ようにするのかについては、今後、ウェブ会議の利用が見込まれる者の把握等をどのように

するのかなどの方法を踏まえて、全員が参加することを想定した会場を常に用意しなけれ

ばならないのかなどを検討するなどして、運用で対応することが考えられる。 

 

５ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る破産法第１１条の規律を

基本的に維持し、次のような規律を設けるものとする。 

① 利害関係人は、電子化された事件記録について、最高裁判所規則で定める

ところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録に記録されている事

項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供又は事件

に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下
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この５において「閲覧等」という。）の請求をすることができる。 

② 破産法第１１条第４項各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処

分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、閲覧等の請求をすることができな

い。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。 

（注１）【Ｐ】 

（注２）【Ｐ】 

（注３）【Ｐ】 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の５と同様である。 

 

６ 送達 

 

(1) 電磁的記録の送達 

破産手続等における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条から第

１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の６(1)と同様である。 

 

(2) 公示送達 

破産手続等における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準用す

るものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の６(2)と同様である。 

 

７ 公告【Ｐ】 

 

（説明） 

  部会資料１６の第４の１記載の論点については、今回は取り上げていない。 

 

８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの
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申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の８の（1）と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立ての期限について、民訴法第７１条第２項の規定を

準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第３の８の（2）と同様である。 

 

(3) 破産債権表の更正 

破産債権者表の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① 破産債権者表の内容に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てによ

り又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。 

② ①の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をフ

ァイルに記録してしなければならない。 

③ ①の更正の処分又は①の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で

告知することによって、その効力を生ずる。 

④ ①の更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異議の申立て

は、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければならない。 

⑤ ④の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることがで

きる。 

 

（説明） 

  中間試案の第３の８の（注３）では、その他の見直しに関して取り上げていた。 

  ところで、現行の破産法には、破産債権者表の記載に誤りがある場合における更正について

の規定がある（破産法第１１５条第３項）ものの、更正の処分等の告知について定めた規定は

ない。また、破産債権者表の更正処分に対する不服申立ての方法について定めた明文の規定は

なく、更正の処分に異議がある場合には、書記官処分に対する異議の申立ての方法によるもの

と解されている（破産法第１３条、民訴法第１２１条）。これにつき、民事訴訟では、令和４

年改正法により、調書の更正に関する規定が整理され、更正の処分は相当と認める方法によっ
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て告知することにより効力を生じ、更正処分に対する異議の申立ては、告知を受けた日から１

週間の不変期間内にしなければならないものとされ、この異議の申立てに対する決定に対す

る不服申立てについては、即時抗告によることとされた（民訴法第１６０条の２第３項による

民訴法第７１条第４項、第５項及び第８項の準用）。そこで、破産債権者表の更正処分につい

ても、調書の更正と同様の規律を設けることとすることが考えられる。 

 

第４ 民事再生、会社更生、特別清算及び外国倒産処理手続の承認援助の手続 

再生手続（民事再生法）、更生手続（会社更生法）、特別清算の手続（会社法）

及び承認援助手続（外国倒産処理手続の承認援助に関する法律）について、第３

の破産手続等の各項目と同様の項目につき、これと同様にＩＴ化するものとす

る。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第４と同様である。 

 

第５ 非訟事件 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

非訟事件の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の１(1)と、同内容である。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

ア 委任を受けた手続代理人等 

非訟事件の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委

任を受けた手続代理人（非訟法第２２条第１項ただし書の許可を得て手続

代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行う申立て等をイン

ターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

イ 非訟事件の手続において裁判所から選任された者【Ｐ】 

 

（説明） 
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  本文アは、部会資料１４の第１の１(2)アと、同内容である。部会資料１４の第１の１(2)ア

の（説明）にあるとおり、インターネットの利用を義務付けられるのは、委任を受けた手続代

理人のうち非訟法第２２条第１項ただし書の許可を得て代理人となったものを除くものであ

るため、そのことを明確にしている。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化【Ｐ】 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、書面

による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によ

り作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の３と同様である。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

(1) 当事者の期日参加 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）裁判所は、相当と認めるときは、当事

者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は

電話会議によって、非訟事件の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）

を行うことができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の４(1)と同様である。 

 

(2) 専門委員の期日における意見聴取 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）裁判所は、相当と認めるときは、当事

者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は

電話会議によって、専門委員に非訟法第３３条第１項の意見を述べさせるこ

とができるものとする。 

（注） 期日において意見等を述べることができる専門家等につき、専門委員と同様に、ウ

ェブ会議又は電話会議によって意見を述べることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１４の第１の４(2)と同様である。 
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５ 和解調書の送付 

和解を記載した調書は、当事者に送付しなければならないものとする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

  第１２回会議における意見を踏まえ、本文は、非訟事件の和解調書は、当事者に送付しなけ

ればならないものとしている。 

なお、第１２回会議では、送付の具体的な方法について指針等を示すべきではないかとの指

摘があった。 

まず、インターネットを利用する方法による送達の届出がされているケースでは、この方法

により送達がされるものと解される。紙媒体の方法による送付をするケースについて、送達の

方法を選択するのか、それとも通常の郵送の方法を選択するのかについては、強制執行の方法

をとることが想定されないケースについては、基本的には郵送の方法を選択することで差し

支えがないものと思われる。他方で、強制執行の方法をとることもあり得る類型の事件では、

基本的に、送達の方法をとるべきとの指摘も考えられるが、話合いで円満に解決がされている

にもかかわらず、該当する類型について送達の方法を常に採用するとの必要性はなく、逆に、

相当ではないとの指摘も考えられる。そのため、類型的に送達の必要性が高い（強制執行の可

能性が高い）事件については、基本的に、送達の方法をとることとするといったことなどを検

討することも考えられるが、このように、送付内容を一律に決することができず、個別事案毎

の判断による部分が残るということであれば、この問題は、今後の運用における検討に委ねら

れるべき事柄であると解される。 

 

６ 電子化された事件記録の閲覧等 

(1) 原則 

電子化された事件記録についても請求の主体及び裁判所の許可に係る非訟

法第３２条第１項の規律を基本的に維持し、当事者又は利害関係を疎明した

第三者は、裁判所の許可を得て、電子化された事件記録について、最高裁判

所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロード）、事件記録に記

録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しくは

提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは電磁的記録の交付若しく

は提供（以下この６において「閲覧等」という。）の請求をすることができ
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るものとする。 

（注１） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設け

るものとする。 

   ① 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用

いた閲覧等の請求をすることができる。 

   ② 当事者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をするこ

とができる。 

（注２） 裁判所の許可を得ることなく記録の閲覧等を認めている事件類型（借地非訟事件

など）や資料については、これが電子化された場合には、民事訴訟と同様の方法によ

る閲覧等を認めるものとする。 

 

（説明） 

  本文、（注１）及び（注２）は、部会資料１４の第１の６(1)、その(注１)及び（注３）と同

様である。 

  なお、中間試案においては、当事者がいつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又

は複写をすることができるようにするために、その閲覧等の許可の在り方について取り上げ

ていたが、この問題は、基本的には、その許可の運用にかかわる問題であり、家事事件におけ

る許可の在り方の議論（部会資料１６の第３の２の（後注））を踏まえて検討されるべき事柄

であると解される。 

 

(2) 自己の提出した書面等及び裁判書等 

① 当事者は、電子化された事件記録中当該当事者が提出したものに係る事

項については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の

請求をすることができるものとする。 

② 当事者は、電子裁判書については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書

記官に対し、閲覧等の請求をすることができるものとする。裁判を受ける

者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とするものとする。 

③ 当事者は、事件に関する事項を証明した文書又は電磁的記録について

は、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付又は提供の

請求をすることができるものとする。裁判を受ける者が当該裁判があった

後に請求する場合も、同様とするものとする。 

（注） 当事者は、電子化されていない事件記録中当該当事者が提出したものに係る事項に

ついては、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をすること

ができるものとする。 
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（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１４の第１の６(2)及びその(注)と同様である。 

 

７ 送達等 

(1) 電磁的記録の送達 

非訟事件の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の７(1)と同様である。 

 

(2) 公示送達 

非訟事件の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の７(2)と同様である。 

 

８ 公示催告事件における公告【Ｐ】 

 

９ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の９(1)と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規

律 

費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命令

の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

するほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して
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申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しな

ければならないとの規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第１の９(2)と同様である。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① （和解調書以外の）調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する

明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、い

つでも更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

（説明） 

  現行の非訟法には、調書に誤りがあった場合の更正に関する明文の規定は置かれていない。

他方で、民事訴訟手続においては、令和４年改正法により、調書の内容に計算違い、誤記その

他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつ

でも更正することができるとの規律が設けられている（民訴法第１６０条の２。なお、和解調

書については、現行の家事法における調停調書と同様、裁判所の更正決定によることとされた

（民訴法第２６７条の２）。）。 

  本文は、この点に関する第１１回会議における議論を踏まえ、非訟事件の手続における和解

調書以外の調書についても、民事訴訟手続における和解調書以外の調書の更正と同様の規律

を設けることとするものである。ここでの調書は、電磁的記録により作成されたもの（前記３）

を想定しているため、民事訴訟手続における電子調書と同様、その更正は、本文②のとおりフ

ァイルに記録してすることとしている。なお、和解調書については、家事法における調停調書

と同様、裁判所の更正決定によることとすることが考えられる。 

  また、中間試案の第５の９の（注３）では、その他の見直しに関して取り上げていたが、現

時点では、特段その余については取り上げていない。 
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第６ 民事調停 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

民事調停の手続において裁判所に対して行う申立て等については、（非訟

法を準用することにより）民訴法第１３２条の１０の規定と同様に、全ての

裁判所に対し、一般的に、インターネット（電子情報処理組織）を用いてす

ることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の１(1)と同様である。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

民事調停の手続において、（非訟法を準用することにより）民訴法第１３

２条の１１の規定と同様に、委任を受けた代理人（非訟法第２２条第１項た

だし書の許可を得て代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行

う申立て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の１(2)と同内容であるが、インターネットの利用を義務付け

られるものの範囲を明確にしている。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化 

(1) 提出された書面等及び記録媒体の電子化の対象事件等 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体につき、下記(2)の電子化のルー

ルを適用し、裁判所書記官において提出された書面等及び記録媒体をファイ

ルに記録しなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の２(1)と同様である。 

 

(2) 提出された書面等及び記録媒体の電子化のルール 

民訴法第１３２条の１２及び第１３２条の１３と同様に、裁判所に提出さ

れた書面等及び記録媒体の電子化のルールとして、次のような規律を設ける

ものとする。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等
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に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りで

ない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、民事調停の手続に

おいて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録され

ている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をフ

ァイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファ

イルに記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１

３３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録され

た電子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密

のうち特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の

閲覧等の制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、そ

の内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電

子化された事件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要か

つ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１４の第２の２(2)及びその（注）と同様である。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、書面

による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によ

り作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の３と同様である。 
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４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）裁判所は、相当と認めるときは、当事者

の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話

会議によって、民事調停の手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行

うことができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の４と同様である。 

 

５ 調停調書の送付 

調停における合意を記載した調書は、当事者に送付しなければならないもの

とする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

  第１２回会議における意見を踏まえ、本文は、民事調停事件の調停調書は、当事者に送付し

なければならないものとしている。なお、送付の具体的な方法については、第５の５の（説明）

参照。 

 

６ 事件記録の閲覧等 

(1) 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る民調法第１２条の６第

１項の規律を基本的に維持し、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、電

子化された事件記録について、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、

複写（ダウンロード）、事件記録に記録されている事項の内容を証明した文

書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供又は事件に関する事項を証明した

文書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供（以下この(1)において「閲覧等」

という。）の請求をすることができるものとする。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設ける

ものとする。 

   ① 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用

いた閲覧等を請求することができる。 
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   ② 当事者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をするこ

とができる。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１４の第２の６(1)と同様である。 

 

(2) 秘密保護のための閲覧等の制限 

民事調停の手続における電子化された事件記録及び電子化されていない

事件記録について、民訴法第９２条第１項から第８項までの規定を準用する

ものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の６(2)と同様である。 

 

７ 送達等 

(1) 電磁的記録の送達 

民事調停の手続における電磁的記録の送達について、（非訟法を準用する

ことにより）民訴法第１０９条から第１０９条の４までの規定を準用するも

のとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の７(1)と同様である。 

 

(2) 公示送達 

民事調停の手続における公示送達について、（非訟法を準用することによ

り）民訴法第１１１条の規定を準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の７(2)と同様である。 

 

８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に
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ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の８(1)と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規

律 

費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命令

の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

するほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して

申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しな

ければならないとの規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の８(2)と同様である。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① （調停調書以外の）調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する

明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、い

つでも更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

（説明） 

  現行の民調法には、調書に誤りがあった場合の更正に関する明文の規定は置かれていない。

他方で、民事訴訟手続においては、令和４年改正法により、調書の内容に計算違い、誤記その

他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつ

でも更正することができるとの規律が設けられている（民訴法第１６０条の２。なお、和解調

書については、現行の家事法における調停調書と同様、裁判所の更正決定によることとされた
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（民訴法第２６７条の２）。）。 

  本文は、この点に関する第１１回会議における議論を踏まえ、民事調停の手続における調停

調書以外の調書についても、民事訴訟手続における和解調書以外の調書の更正と同様の規律

を設けることとするものである。ここでの調書は、電磁的記録により作成されたもの（前記３）

を想定しているため、民事訴訟手続における電子調書と同様、その更正は、本文②のとおりフ

ァイルに記録してすることとしている。なお、調停調書については、家事法における調停調書

と同様、裁判所の更正決定によることとすることが考えられる。 

  また、中間試案の第６の８の（注４）では、その他の見直しに関して取り上げていたが、現

時点では、特段その余については取り上げていない。 

 

(4) 特定調停【Ｐ】 

特定調停における手続については、民事調停の手続のＩＴ化及び破産手続

のＩＴ化を踏まえて、ＩＴ化をするものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第２の８の(3)と同様である。ただし、最終的に、この項目を合わ

せて取り上げる必要があるのかについては、破産手続のＩＴ化の検討を踏まえて、検討する必

要がある（民事調停の規律と破産手続の規律に違いがないのであれば、特段、この項目を記載

する必要がないと思われる。）。 

 

第７ 労働審判 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

労働審判手続において裁判所に対して行う申立て等については、（非訟法

を準用することにより）民訴法第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁

判所に対し、一般的に、インターネット（電子情報処理組織）を用いてする

ことができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第３の１(1)と同内容である。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

労働審判手続において、（非訟法を準用することにより）民訴法第１３２

条の１１の規定と同様に、委任を受けた代理人（労審法第４条第１項ただし

書の許可を得て代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行う申
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立て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第３の１(2)と同内容である。部会資料１４の第３の１(2)の（説明）

にあるとおり、インターネットの利用を義務付けられるのは、委任を受けた手続代理人のうち

労審法第４条第１項ただし書の許可を得て代理人となったものを除くものであるため、その

ことを明確にしている 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化 

(1) 提出された書面等及び記録媒体の電子化の対象事件等 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体につき、下記(2)の電子化のルー

ルを適用し、裁判所書記官において提出された書面等及び記録媒体をファイ

ルに記録しなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第３の２(1)と同様である。 

 

(2) 提出された書面等及び記録媒体の電子化のルール 

民訴法第１３２条の１２及び第１３２条の１３と同様に、裁判所に提出さ

れた書面等及び記録媒体の電子化のルールとして、次のような規律を設ける

ものとする。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等

に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りで

ない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、労働審判手続にお

いて裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されて

いる事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファ

イルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファ

イルに記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 
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ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１

３３条の３第２項と同様に、インターネットを用いた提出によりファイルに記録され

た電子化された事件記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密

のうち特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当事者の

閲覧等の制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部分は、そ

の内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電

子化された事件記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のために必要か

つ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第３の２(2)及び（注）と同様である。 

 

３ 裁判書及び調書等の電子化 

労働審判委員会が作成する審判書、裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記

官が作成する調書等について、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定

めるところにより、電磁的記録により作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第３の３と同様である。 

 

４ 期日におけるウェブ会議又は電話会議の利用 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）裁判所は、相当と認めるときは、当事者

の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議又は電話

会議によって、労働審判手続の期日における手続（証拠調べを除く。）を行う

ことができるものとする。 

（注） 労働審判手続の証拠調べにおけるウェブ会議又は電話会議の利用については、後記８

で取り上げている証拠調べの規律が優先的に適用されることを前提としている（民事訴

訟手続と同様の規律とする場合には、証人尋問はウェブ会議を利用することができるが

電話会議を利用することはできず、証拠調べとしての参考人等の審尋（民訴法第１８７

条第３項及び第４項参照）は原則としてウェブ会議を利用することができるが、当事者

に異議がないときは電話会議を利用することができることとなる。）。 

 

（説明） 
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  本文及び（注）は、部会資料１４の第３の４と同様である。 

 

５ 調停調書等の送付 

(1) 調停における合意を記載した調書 

調停における合意を記載した調書は、当事者に送付しなければならないも

のとする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

第１２回会議における議論を踏まえ、本文は、労働審判事件における調停調書は、当事者に

送付しなければならないものとしている。 

 

(2) 審判書に代わる調書 

審判書に代わる調書は、当事者に送付しなければならないものとする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す

るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

第１２回会議における議論を踏まえ、本文は、労働審判事件における審判書に代わる調書

は、当事者に送付しなければならないものとしている。 

 

６ 電子化された事件記録の閲覧等 

電子化された事件記録についても請求の主体に係る労審法第２６条第１項の

規律を基本的に維持し、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、電子化され

た事件記録について、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダ

ウンロード）、事件記録に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは

電磁的記録の交付若しくは提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは

電磁的記録の交付若しくは提供（以下この６において「閲覧等」という。）の

請求をすることができるものとする。 

（注） 電子化された事件記録の閲覧等の具体的な方法について、次のような規律を設けるも
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のとする。 

   ① 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所設置端末及び裁判所外端末を用い

た閲覧等を請求することができる。 

   ② 当事者は、いつでも事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧又は複写をすること

ができる。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１４の第３の６と同様である。 

 

７ 送達等 

労働審判手続における電磁的記録の送達について、（非訟法を準用すること

により）民訴法第１０９条から第１０９条の４までの規定を準用するものとす

る。 

（注） 労働審判手続における公示送達について、（非訟法を準用することにより）民訴法第１

１１条の規定を準用するものとする。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１４の第３の７と同様である。 

 

８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

ウェブ会議・電話会議を利用する参考人等の審尋、システムを使った電磁

的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出や書面の提出に代え

て電磁的記録をファイルに記録する方法による陳述など、ＩＴを活用した証

拠調べ手続について、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１４の第３の８(1)と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規

律等 

ア 費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命

令の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるも

のとするほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に

対して申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において
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却下しなければならないとの規律を設けるものとする。 

イ 労審法第２５条の申立ては、労働審判事件が終了した日から１０年以内

にしなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文アは、部会資料１４の第３の８(2)と同様である。 

  本文イは、費用額確定の申立ての期限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

ること（本文ア）を踏まえると、労審法第２５条の手続費用の負担を命ずる決定の申立てにつ

いても同様に期限を設けること、具体的には、申立て期限について民事訴訟手続と同様に１０

年とし、その起算日を労働審判事件が終了した日とすることが考えられることから、その旨の

規律を設けることとするものである。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① （調停調書以外の）調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する

明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、い

つでも更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

（説明） 

  現行の労審法には、調書に誤りがあった場合の更正に関する明文の規定は置かれていない。

他方で、民事訴訟手続においては、令和４年改正法により、調書の内容に計算違い、誤記その

他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつ

でも更正することができるとの規律が設けられている（民訴法第１６０条の２。なお、和解調

書については、現行の家事法における調停調書と同様、裁判所の更正決定によることとされた

（民訴法第２６７条の２）。）。 

  本文は、この点に関する第１１回会議における議論を踏まえ、労働審判の手続における調停

調書以外の調書についても、民事訴訟手続における和解調書以外の調書の更正と同様の規律

を設けることとするものである。ここでの調書は、電磁的記録により作成されたもの（前記３）
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を想定しているため、民事訴訟手続における電子調書と同様、その更正は、本文②のとおりフ

ァイルに記録してすることとしている。なお、調停調書については、家事法における調停調書

と同様、裁判所の更正決定によることとすることが考えられる。 

  また、中間試案の第７の８の（注３）では、その他の見直しに関して取り上げていたが、現

時点では、特段その余については取り上げていない。 

 

第８ 人事訴訟 

１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

人事訴訟に関する手続において裁判所に対して行う申立て等については、

民訴法第１３２条の１０の規定を適用し、全ての裁判所に対し、一般的に、

インターネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の１(1)と同様である。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

人事訴訟に関する手続において、民訴法第１３２条の１１の規定を適用し、

委任を受けた訴訟代理人等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネッ

トを用いてしなければならないものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の１(2)と同様である。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化 

(1) 民事訴訟のルールの適用 

裁判所に提出された書面等及び記録媒体について、民訴法第１３２条の１

２及び第１３２条の１３の規定を適用し、次のような規律を設けるものとす

る（書面等及び記録媒体については、事実の調査に係るものを含むものとす

る。）。 

① 申立て等が書面等により行われたときは、裁判所書記官は、当該書面等

に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りで

ない。 

② 裁判所書記官は、①の申立て等に係る書面等のほか、人事訴訟に関する
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手続において裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記

録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事

項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りで

ない。 

③ 裁判所に提出された書面等又は記録媒体に記載され、又は記録されてい

る事項のうち、次のものについては、①及び②の規律にかかわらず、ファ

イルに記録することを要しない。 

ⅰ 第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営業秘密のうち特に必要があ

るもの 

ⅱ 秘匿決定の申立てがあった場合における秘匿事項の届出に係る事項 

ⅲ 当事者の閲覧等の制限の申立て又は当事者の閲覧等の制限の決定があ

った閲覧等の制限がされるべき事項のうち必要があるもの 

（注） 民訴法第９２条第９項及び第１０項、第１３３条の２第５項及び第６項並びに第１

３３条の３第２項の規定を適用し、インターネットを用いた提出によりファイルに記

録された電子化された訴訟記録のうち、①第三者の閲覧等の制限の申立てがあった営

業秘密のうち特に必要がある部分又は②当事者の閲覧等の制限の申立て若しくは当

事者の閲覧等の制限の決定があった閲覧等の制限がされるべき事項が記録された部

分は、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該

部分を電子化された訴訟記録から消去する措置その他の当該部分の安全管理のため

に必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができるも

のとする。 

 

（説明） 

  本文及び（注）は、部会資料１３の第５の２(1)と同様である。 

 

(2) 人訴法特有のルール（事実の調査に係る提出書面等の電子化の例外）【

Ｐ】 

 

３ 裁判書等及び報告書の電子化 

(1) 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する裁判書及び裁判所書記官が作成する調書等について、民

訴法の規定を適用し、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めると

ころにより、電磁的記録により作成するものとする。 

 

（説明） 
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  本文は、部会資料１３の第５の３(1)と同様である。 

 

(2) 家庭裁判所調査官の報告書の電子化 

家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果の書面による報告（人訴法第３４

条第３項参照）に代えて、最高裁判所規則で定めることにより、当該書面に

記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記録媒

体を提出する方法により報告を行うことができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の３(2)と同様である。 

 

４ 期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用 

(1) 当事者の陳述を聴く審問期日 

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則

で定めるところにより、ウェブ会議及び電話会議によって、当事者の陳述を

聴く審問期日における手続を行うことができるものとする。 

 

（説明） 

本文は、部会資料１５の第１の４(1)と同じ内容である。 

なお、説明については後記第９の４(1)の説明を参照。 

 

(2) 参与員の立会い 

家庭裁判所は、人訴法第９条第１項の規定により参与員を審理又は和解の

試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴

いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議及び電話会議によ

って、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為を

行わせることができるものとする。 

 

（説明） 

本文は、部会資料１５の第１の４(2)と同じ内容である。 

なお、説明については後記第９の４(2)の説明を参照。 

 

５ 和解調書等の送達 

人事訴訟に関する手続について、民訴法第２６７条第２項を適用し、和解又

は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書は、当事者に送達しなければならな
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いものとする。 

（注） 本文は、現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数

料に組み込み一本化することと併せて実現することを提案するものである。 

 

（説明） 

人事訴訟に関する手続における和解又は請求の放棄若しくは認諾を記載した調書（以下こ

の説明において「和解調書等」という。）の送達に関しては、第１２回会議において、意見募

集の結果等をも踏まえた議論がなされ、和解調書等は当事者に送達しなければならないもの

とする本文の規律とすることにつき、特段の異論はなかった。 

そこで、本文は、人事訴訟に関する手続における和解調書等は、当事者に送達しなければな

らないものとしている。 

 

６ 電子化された訴訟記録の閲覧等 

(1) 電子化された訴訟記録（事実調査部分を除く。）の閲覧等 

電子化された訴訟記録（事実調査部分を除く。）の閲覧等に関し、民訴法

第９１条の２及び第９１条の３の規定を適用し、次のような規律を設けるも

のとする。 

① 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、

電子化された訴訟記録の閲覧を請求することができる。 

② 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電子化

された訴訟記録について、最高裁判所規則で定めるところにより、複写（ダ

ウンロード）、訴訟記録に記録されている事項の内容を証明した文書若し

くは電磁的記録の交付若しくは提供又は訴訟に関する事項を証明する文

書若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求をすることができる。 

（注）【Ｐ】 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の６(1)と同様である。 

なお、電子化された訴訟記録の閲覧等の具体的な方法（部会資料１６の第３の２(2)記載の

論点（（注）参照）は、今回は取り上げていない。 

 

(2) 事実の調査に係る部分の閲覧等【Ｐ】 

 

７ 送達 

(1) 電磁的記録の送達 
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人事訴訟に関する手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０

９条から第１０９条の４までの規定を適用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の７(1)と同様である。 

 

(2) 公示送達 

人事訴訟に関する手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規

定を適用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の７(2)と同様である。 

 

８ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民訴法の規定を適用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の８(1)と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限 

費用額確定処分の申立ての期限について、民訴法第７１条第２項を適用す

るものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第５の８(2)と同様である。 

 

（中間試案第８の８の（注３）に関する説明） 

  中間試案の第８の８には（注３）において、必要な改正があるのかについて検討することを

取り上げていたが、本資料では、特段記載をしていない。 

 

第９ 家事事件 
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１ 裁判所に対する申立て等 

(1) インターネットを用いてする申立て等の可否 

家事事件の手続において裁判所に対して行う申立て等については、民訴法

第１３２条の１０の規定と同様に、全ての裁判所に対し、一般的に、インタ

ーネット（電子情報処理組織）を用いてすることができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の１(1)と同様である。 

 

(2) インターネットを用いてする申立て等の義務付け 

ア 委任を受けた手続代理人等 

家事事件の手続において、民訴法第１３２条の１１の規定と同様に、委

任を受けた手続代理人（家事法第２２条第１項ただし書の許可を得て手続

代理人となったものを除く。）等は、裁判所に対して行う申立て等をイン

ター ネットを用いてしなければならないものとする。 

 

イ 家事事件の手続において裁判所から選任された者【Ｐ】 

 

（説明） 

  本文アは、部会資料１３の第６の１(2)アと、同内容である。部会資料１３の第６の１(2)ア

の（説明）にあるとおり、インターネットの利用を義務付けられるのは、委任を受けた手続代

理人のうち家事法２２条第１項ただし書の許可を得て代理人となったものを除くものである

ため、そのことを明確にしている。 

 

２ 提出された書面等及び記録媒体の電子化【Ｐ】 

 

３ 裁判書等及び報告書の電子化 

(1) 裁判書及び調書等の電子化 

裁判官が作成する審判書その他の裁判書及び裁判所書記官が作成する調書

等について、書面による作成に代えて、最高裁判所規則で定めるところによ

り、電磁的記録により作成するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の３と同様である。 
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(2) 家庭裁判所調査官及び裁判所技官の報告書の電子化 

① 家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果の書面による報告（家事法第５

８条第３項参照）に代えて、最高裁判所規則で定めることにより、当該書

面に記載すべき事項をファイルに記録する方法又は当該事項を記録した記

録媒体を提出する方法により報告を行うことができるものとする。 

② 前記①の規律は、裁判所技官による診断の結果について準用するものと

する。 

 

（説明） 

  本文①は、部会資料１３の第６の３(2)と同様である。 

  本文②は、第１０回会議における議論を踏まえ、裁判所技官による診断の結果の報告書につ

いても、①の規定を準用し、書面に代えて電磁的記録により作成することを認めることとする

ものである。 

 

４ 期日におけるウェブ会議及び電話会議の利用 

(1) 当事者の期日参加等 

（いわゆる遠隔地要件を削除し、）家庭裁判所は、相当と認めるときは、

当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、ウェブ会議

及び電話会議によって、家事事件の手続の期日における手続（証拠調べを除

く。）を行うことができるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の４(1)アと、その内容は同様である。 

  ところで、当事者が立会権を有する審問期日について、これまで、電話会議の利用に関する

特則を置くかどうかが検討されてきた。 

  第１２回会議においては、当事者の陳述を聴く審問期日につき他の当事者に立会権が保障

されている趣旨や、裁判官の心証形成などの観点から、原則としてウェブ会議の利用のみ可能

とし、当事者に異議がない場合に限って電話会議の利用を認めることとすべきであるとの意

見が出された。 

  もっとも、一方の当事者（特にＤＶ事案における加害者側の当事者）が他方の当事者の電話

会議の利用に異議を示すことによって、これを拒否することができるとすることについては

異論が出された。また、ウェブ会議を利用する環境が整っていない当事者もいることが考えら

れるとの意見のほか、通信状況によってウェブ会議を利用しつつ、その途中で、電話会議を利

用すべきケースなどもあるとの意見、当事者間にＤＶがあるような事案など、ウェブ会議で顔

を合わせることや映像から所在場所が他の当事者に知られることが相当でないケースがあり、
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そのようなケースで実際に裁判所に出頭させるかウェブ会議でなければ審問期日が実施でき

なくなるといったことを避けるためにも、柔軟に電話会議も利用できる規律としておくこと

が望ましいとの意見があった。 

  また、ウェブ会議と電話会議の利用のいずれも認めるとしても、両者の機能には違いがある

ため、その両者の使い分けについては、「相当と認めるとき」の解釈・運用によって適切にな

されるべき事柄であるが、ウェブ会議の利用につき「相当と認めるとき」と電話会議の利用に

つき「相当と認めるとき」の解釈の内容を明らかにすべきであるとの意見も多く出された。 

  以上を踏まえ、本文では、当事者が立会権を有する審問期日について、電話会議の利用に関

する特則を置かない（法律上、裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いた上で、

ウェブ会議及び電話会議によって、当事者の陳述を聴く審問期日を実施することができる）こ

ととしている。 

  その上で、家事事件の一般につきその相当性の判断について検討をすると、これまでの部会

における議論等をも踏まえると、基本的には、当事者がウェブ会議の利用を望んでいる場合に

は、ウェブ会議を利用する方法の方が当事者の表情なども含めて得られる情報が多いと考え

られるために、電話会議よりもウェブ会議を利用する方が適当であり、ウェブ会議の利用に相

当性が認められることが少なくないと考えられる。他方で、例えば、電話会議の利用につき当

事者に異議がなかったり、当事者の一方が異議を述べていても、他方の当事者が映像付きで参

加するには適切な場所がない（背景が映り込むことに問題があるなど）ことや、それまでの当

事者間の関係や経緯、感情のもつれ等、さらには、利用可能な通信環境の状況など、相応の理

由によって、電話会議の利用を希望しており、期日において想定される内容も、言い分等の確

認や、提出した資料の確認といったことが中心であり、（いわゆる証拠調べのように）その陳

述の内容につき追及をしたりといったことが想定されておらず、電話会議の利用によって差

し支えないケースでは、電話会議の利用につき相当性が認められるものと解される。もっとも、

家事事件においては、当事者間に様々な事情や経緯があるケースがあることが少なくないた

め、ウェブ会議の利用が原則であるといったことを過度に強調することは、適切ではないよう

にも思われる。最終的には、事案に応じて、当該家事事件の手続の種類（家事調停の手続であ

るのか、家事審判の手続であるのか）、裁判所の心証形成にあたり当事者の表情等を観察する

ことが必要又は有益と考えられる程度や、当事者が実際に裁判所に出頭することが困難であ

る事情、ＤＶなどウェブ会議の利用が相当でないと考えられる事情の有無や程度、ウェブ会議

及び電話会議による期日の実施が可能な環境にあるかどうか等を踏まえて判断されることに

なると考えられる。 

 

(2) 参与員の立会い 

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所

規則で定めるところにより、ウェブ会議及び電話会議によって、参与員に家
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事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせることが

できるものとする。 

 

（説明） 

本文は、部会資料１５の第１の３(2)と、その内容は同様である。 

第１２回会議においては、家庭裁判所が参与員を立ち会わせる必要があるとした事案につ

いては、電話会議の利用は認めるべきではないとの意見もあったが、立ち会わせる必要性があ

るかどうか自体が家庭裁判所の判断である以上は、法律上は電話会議の利用も認める規律と

し、家庭裁判所において事案に応じて適切に判断すれば足りるとの意見、通信回線の不具合な

どに柔軟に対応できるよう電話会議の利用を選択することも可能としておく方がよいとの意

見もあった。また、電話会議の利用も認めるとしても、基本的には、ウェブ会議の利用を原則

とすべきであり、電話会議の利用は例外的なものとすべきとの意見や、いずれにしても、どう

いった場面においては電話会議の利用が相当であるのかにつき検討をすべきであり、その内

容を明らかにすべきとの意見があった。 

以上を踏まえて、本文は、参与員について、家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の意

見を聴いて、ウェブ会議及び電話会議によって審理又は和解の試みに立ち会わせることがで

きることとしている。 

その上で、この相当性の判断をどのようにすべきであるのかが問題となるが、ウェブ会議の

利用に特段の支障がないケースでは、基本的に、ウェブ会議の利用につき相当性が認められる

と思われる。また、手続の特質等に即して考えると、参与員が参加する手続が尋問等の証拠調

べ等の手続であり、当事者の表情等を観察することが必要であり、有益と考えられるケースで

は、参与員が電話会議を利用して参加することは相当ではなく、ウェブ会議の利用が相当であ

るように思われるし、当事者の言い分等を確認したり、資料の趣旨を確認する程度の手続につ

いては、ウェブ会議や電話会議のいずれを利用しても相当であると認められるようにも思わ

れる。さらに、そもそも当事者がいずれも電話会議で期日に参加している場合であれば、参与

員も電話会議を利用することで差し支えがないようにも思われる。 

 

(3) 家庭裁判所調査官及び裁判所技官の期日参加等 

① 家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判

所規則で定めるところにより、ウェブ会議及び電話会議によって、家庭裁

判所調査官に家事事件の手続の期日に立ち会わせることができるものと

するとともに、当該期日において家事法第５９条第２項（同法第２５８条

第１項において準用する場合を含む。）の意見を述べさせることができる

ものとする。 

② 前記①の規律は、裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について
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準用するものとする。 

（注） ウェブ会議又は電話会議を利用して、当該調停委員会を組織していない家事調停委

員から意見を聴取することができるものとする。 

 

（説明） 

  第１２回会議においては、家庭裁判所が家庭裁判所調査官や裁判所技官を立ち会わせる必

要があるとした事案については、電話会議の利用は認めるべきではないとの意見もあったが、

期日に家庭裁判所調査官が電話会議で参加することに支障がないと思われる場面はあるとの

意見、家庭裁判所調査官のような裁判所の関係者の期日参加等は多様な手段を認めてもよい

のではないかとの意見や、民事訴訟の手続においては、従前は実際に裁判所に出頭して期日に

立ち会うこととされていた者や、専門委員の関与等についても、電話会議の利用が認められた

ことなどから、電話会議の利用を認める規律とする意見もあった。いずれにしても、どういっ

た場面においては電話会議の利用が相当であるのかにつき検討をすべきであり、その内容を

明らかにすべきとの意見があった。 

以上を踏まえて、本文は、家庭裁判所調査官及び裁判所技官について、家庭裁判所が相当と

認めるときは、当事者の意見を聴いて、ウェブ会議及び電話会議によって期日に立ち会わせ、

意見を述べさせることができることとしている。この相当性の判断は、当事者の意見を聴取し

た上でなされることが前提であるが、これまでの部会における議論等をも踏まえると、事案に

応じて、当事者の表情等を観察することが必要又は有益と考えられる程度等を踏まえて判断

されることが考えられる。 

 

５ 当事者双方が受諾書を提出する方法による調停 

当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者

双方があらかじめ調停委員会（裁判官又は家事調停官のみで家事調停の手続を

行う場合にあっては、その裁判官又は家事調停官）から調停が成立すべき日時

を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過

したときは、その日時に、当事者間に合意が成立したものとみなすものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の５と同様である。 

 

６ 調停調書の送付 

調停における合意を記載した調書は、当事者に送付しなければならないもの

とする。 

（注１） 本文の考えは、裁判所の判断において、送達の方法により送付をすることを許容す
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るものである。 

（注２） 現行において実費精算する取扱いがなされている郵便費用を、申立ての手数料に組

み込み一本化することと併せて実現するものとする。 

 

（説明） 

第１２回会議における意見を踏まえ、本文は、家事調停の調停調書は、当事者に送付しなけ

ればならないものとしている。 

なお、第１２回会議では、送付の具体的な方法について指針等を示すべきではないかとの指

摘があった。まず、インターネットを利用する方法による送達の届出がされているケースで

は、この方法により送達がされるものと解される。紙媒体の方法による送付をするケースにつ

いて、送達の方法を選択するのか、それとも送達以外（通常の郵送など）の方法を選択するの

かについては、強制執行の方法をとることが想定されないケースについては、基本的には送達

以外の郵送などの方法を選択することで差し支えがないものと思われる。他方で、強制執行の

方法をとることもあり得る類型の事件では、基本的に、送達の方法をとるべきとの指摘も考え

られるが、話合いで円満に解決がされ、任意の支払等が見込まれるにもかかわらず、該当する

類型について送達の方法を常に採用するとの必要性はなく、逆に、相当ではないとの指摘も考

えられる。そのため、類型的に送達の必要性が高い（強制執行の可能性が高い）事件について

は、基本的に、送達の方法をとることとするといったことなどを検討することも考えられる。 

 

７ 電子化された事件記録の閲覧等 

(1) 原則 

電子化された事件記録についても請求の主体及び裁判所の許可に係る家事

法第４７条第１項及び第２５４条第１項の規律を基本的に維持し、当事者又

は利害関係を疎明した第三者は、電子化された事件記録について、裁判所の

許可を得て、最高裁判所規則で定めるところにより、閲覧、複写（ダウンロ

ード）、事件記録に記録されている事項の内容を証明した文書若しくは電磁

的記録の交付若しくは提供又は事件に関する事項を証明した文書若しくは電

磁的記録の交付若しくは提供（以下この７において「閲覧等」という。）の

請求をすることができるものとする。 

（注１）【Ｐ】 

（注２）【Ｐ】 

（注３）【Ｐ】 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の７(1)と同様である。 
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  なお、閲覧等の具体的な方法の在り方等（部会資料１６の第３の２(2)及び（後注）記載の

論点）は、今回は取り上げていない（（注１）、（注２）及び（注３））。 

 

(2) 自己の提出した書面等及び裁判書等 

① 当事者は、電子化された事件記録中当該当事者が提出したものに係る事

項については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の

請求をすることができるものとする。 

② 当事者は、電子審判書その他の電子裁判書については、裁判所の許可を

得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をすることができるものと

する。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とす

るものとする。 

③ 当事者は、事件に関する事項を証明した文書又は電磁的記録について

は、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付又は提供の

請求をすることができるものとする。審判を受ける者が当該審判があった

後に請求する場合も、同様とするものとする。 

④ 当事者は、調停における合意を記載した調書及び調停が終了した際の調

書については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の

請求をすることができるものとする。 

（注１） 当事者は、電子化されていない事件記録中当該当事者が提出したものに係る事項

については、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、閲覧等の請求をするこ

とができるものとする。 

（注２）【Ｐ】 

 

（説明） 

  本文及び（注１）は、部会資料１３の第６の７(2)と同様である。 

 

８ 送達等 

（前注） 家事事件の手続では、送付、相当な方法による告知又は通知がされることがあるが、

送達はここでいう送付、相当な方法による告知及び通知の方法の一つであり、送達がさ

れれば、送付、相当な方法による告知及び通知がされたものと評価されることを前提と

している。 

 

(1) 電磁的記録の送達 

家事事件の手続における電磁的記録の送達について、民訴法第１０９条か

ら第１０９条の４までの規定を準用するものとする。 
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（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の８(1)と同様である。 

 

(2) 公示送達 

家事事件の手続における公示送達について、民訴法第１１１条の規定を準

用するものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の８(2)と同様である。 

 

（後注１）【Ｐ】 

（後注２）【Ｐ】 

（説明） 

  家事事件における公告（部会資料１６の第４の（後注）記載の論点）は、今回は取り上げて

いない。 

 

９ その他 

(1) ＩＴを活用した証拠調べ手続 

システムを使った電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの

申出や、書面の提出に代えて電磁的記録をファイルに記録する方法による陳

述、ウェブ会議による裁判所外の尋問など、ＩＴを活用した証拠調べ手続に

ついて、民事訴訟手続と同様の規律を設けるものとする。 

 

（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の９(1)と同様である。 

 

(2) 費用額確定処分の申立ての期限及び申立て手数料の納付がない場合の規

律 

費用額確定の申立ての期限や、申立て手数料の納付がない場合の納付命令

の裁判所書記官の権限について民事訴訟手続と同様の規律を設けるものと

するほか、申立て手数料を納付しないことを理由とする申立書却下に対して

申立て手数料を納付しないまました即時抗告は原裁判所において却下しな

ければならないとの規律を設けるものとする。 
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（説明） 

  本文は、部会資料１３の第６の９(2)と同様である。 

 

(3) 調書の更正 

調書の更正について、次のような規律を設けるものとする。 

① 調停調書以外の調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白

な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつで

も更正することができる。 

② ①の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、

その旨をファイルに記録してしなければならない。 

③ ①の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによっ

て、その効力を生ずる。 

④ ①の規定による更正の処分又は①の申立てを却下する処分に対する異

議の申立ては、その告知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければ

ならない。 

 

（説明） 

現行の家事法には、調停において合意した内容を記載した調停調書の更正については規定

があるが（家事法第２６９条）、それ以外の調書に誤りがあった場合の更正に関する明文の規

定は置かれていない。他方で、民事訴訟手続においては、令和４年改正法により、調書の内容

に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てに

より又は職権で、いつでも更正することができるとの規律が設けられている（民訴法第１６０

条の２。なお、和解調書については、現行の家事法における調停調書と同様、裁判所の更正決

定によることとされた（民訴法第２６７条の２）。）。 

本文は、この点に関する第１０回会議における議論を踏まえ、家事事件の手続における調停

調書以外の調書についても、民事訴訟手続における和解調書以外の調書の更正と同様の規律

を設けることとするものである。ここでの調書は、電磁的記録により作成されたもの（前記３）

を想定しているため、民事訴訟手続における電子調書と同様、その更正は、本文②のとおりフ

ァイルに記録してすることとしている。 

なお、中間試案の第９の９の（注３）では、その他の見直しに関して取り上げていたが、現

時点では、特段その余については取り上げていない。 

 

第１０ 子の返還申立事件の手続（ハーグ条約実施法） 

子の返還申立事件の手続（ハーグ条約実施法）について、第９の家事事件に関

する検討を踏まえ、基本的に、これと同様にＩＴ化するものとする。 
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（説明） 

  本文は、部会資料１３の第７と同様である。 

 

第１１ その他 

その他所要の規定を整備するものとする。 

 

 


